
海外資産を持つなら知っておきたい「CRS」とは？ 

近年の投資ブームを背景に、海外資産に興味を持つ方が増えています。そんなときに知って

おきたいのが「CRS（Common Reporting Standard：共通報告基準）」という国際ルールです。

CRSとは、OECD（経済協力開発機構）が定めた「海外の金融口座情報を各国の税務当局が自動

的に交換する制度」のこと。つまり、日本に住んでいる人が海外に口座を持つと、その情報が

自動的に日本の税務署へ報告される仕組みです。この制度にはすでに100ヵ国以上が参加して

おり、もちろん日本も参加しています。なお、アメリカはFATCAという独自法のもと、二国間

での情報共有を実施し 

ています。 

現在は国境を越え税務 

情報が共有される時代で 

す。国際的なルールを正 

しく理解し、透明性のあ 

る資産管理を行うことが 

これからの「賢い資産防 

衛術」といえるでしょう。 
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さくらマネー通信  
〜気軽に読めて役に立つマネー情報をお届けします！〜 

1890年、浅草にある「凌雲閣」という建

物で日本で初めてエレベーターが公開さ

れたことから11月10日は「エレベーターの

日」と呼ばれています。余談ですが京都に

は、焼いた油揚げ（上げ）に大根おろし（下

ろし）をのせ、ポン酢等で 

食べる「エレベーター」とい 

うメニューがあります。 

 

 

今年も残り2ヵ月を切りました。そろそ

ろ年末調整の季節です。ところで、そも

そも年末調整とは何の税金を調整するも

のなのでしょうか？ 

 

１．消費税 

２．住民税 

３．所得税 

 

（答えは裏面にあります！） 

 

 



  

年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与」。この枠を活かし早期に財産を移転す

ることで、将来の相続財産を減らす効果が期待できます。2024年以降、暦年贈与の死亡時の

持ち戻し期間が、従来の3年から7年間に段階的に延長されています。これは相続発生前7年以

内の贈与を相続財産に加算するルールです。しかし、この持ち戻しルールが適用されるのは、

原則、相続人（法定相続人等）のみ。そのため、相続人ではない孫や子の配偶者への贈与は、

この7年間の持ち戻しの対象外となります。 

では、ゼロ歳の孫にも暦年贈与は可能なのでしょうか。答えはYESです。暦年贈与に年齢制

限はなく、ゼロ歳の孫であっても贈与は成立します。ただし、小さな孫に贈与する場合は、

以下のような注意が必要です。 

・「定期贈与」とみなされないように、贈与時期や金額を変えるなど工夫をする。 

・贈与契約書を毎回作成・保管する。孫が署名できない場合は 

親権者が代理署名し、親権者全員の署名・押印が必要。 

・孫名義の口座へ銀行振込で贈与し、履歴を残す。 

・少額の贈与税を支払うことで、税務署に贈与の事実を把握し 

てもらうのも安心策の一つ。 

暦年贈与は早く始めるほど節税効果が高まります。専門家に 

相談し、適切な方法で計画的な財産承継を進めましょう。 

ゼロ歳の孫にも贈与できる？暦年贈与の賢い活用術！ 

答えは  

３．所得税 

 

 

年末調整とは、会社員など給与所得者を

対象に、1年間に支払った給与から天引き

された所得税の過不足を精算する手続き

です。会社が本人に代わって行い、生命保

険料控除や扶養控除など、本人からの申告

内容をもとに、税額を確定させます。 

 

合同会社さくらコンフォートライフ 鈴木 博幸 

 新NISA・資産運用で、お悩みの方は、お気軽に‼ 

お問い合わせは LINE ID:suzukihiro827 まで！ 

最近、学校で「金融教育」が広がっていま

す。成人年齢の引き下げや将来の資産形成の

必要性など、若いうちからお金に関わる知識

を身につける重要性が高まっているためで

す。2024 年には金融庁が中心となって「金融

経済教育推進機構（J-FLEC）」が設立され、

出張授業や子ども向けのセミナーも増えてい

るそうです。大人も子どもも、様々な機会に

「お金に関わる知識」を学んでいくことが大

切ですね。 

 

 


